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3
多
治
見
市
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事
業
の
人

員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例

を
制
定

　

平
成
30
年
４
月
１
日
か
ら
居
宅
介
護
支
援
事

業
者
の
指
定
権
限
が
都
道
府
県
か
ら
市
町
村
へ

移
譲
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
に
伴
い
、
指

定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事
業
の
人
員
お
よ
び
運

営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
も
の
で
す
。

　
　
平
成
30
年
４
月
１
日
か
ら
施
行

多
治
見
市
国
民
健
康
保
険
財
政
調
整
基
金
条
例

の
一
部
を
改
正

　

平
成
30
年
度
か
ら
の
国
民
健
康
保
険
広
域
化

に
よ
る
制
度
改
正
に
伴
い
、
基
金
の
充
当
目
的

を
、
国
民
健
康
保
険
法
に
基
づ
く
保
険
給
付
お

よ
び
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
の
財
源
に

改
め
る
と
と
も
に
、
基
金
の
処
分
規
定
を
追
加

す
る
も
の
で
す
。

   　
　

  

平
成
30
年
４
月
１
日
か
ら
施
行

多
治
見
市
介
護
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正

　

平
成
30
年
度
か
ら
の
第
７
期
介
護
保
険
事
業

計
画
策
定
に
伴
い
、
要
介
護
者
数
の
増
加
、
介

護
報
酬
地
域
区
分
の
変
更
等
を
反
映
し
、
保
険

料
率
の
改
定
等
を
行
う
も
の
で
す
。

   　
　

  

平
成
30
年
４
月
１
日
か
ら
施
行

多
治
見
市
後
期
高
齢
者
医
療
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正

　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
一

部
改
正
に
伴
い
、
保
険
料
を
徴
収
す
べ
き
被
保

険
者
に
、
国
民
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
住

所
地
特
例
の
適
用
を
引
き
継
ぐ
被
保
険
者
を
加

え
る
も
の
で
す
。

   　
　

  

平
成
30
年
４
月
１
日
か
ら
施
行

　
　

 

改
正
後
の
規
定
は
、
平
成
30
年
４
月
１
日

以
後
に
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
と

な
る
者
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
被

保
険
者
と
な
っ
た
者
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

多
治
見
市
中
小
企
業
小
口
融
資
条
例
の
一
部
を

改
正

　

岐
阜
県
信
用
保
証
協
会
が
認
め
た
場
合
に

は
、
法
人
の
代
表
者
が
連
帯
保
証
人
と
な
る
こ

と
を
要
し
な
い
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
貸

付
限
度
額
を
１
千
２
５
０
万
円
か
ら
２
千
万
円

に
、
貸
付
期
間
を
96
月
以
内
か
ら
１
２
０
月
以

内
に
改
め
る
も
の
で
す
。

   　
　

  

平
成
30
年
４
月
１
日
か
ら
施
行

　
　

 

改
正
後
の
規
定
は
、
平
成
30
年
４
月
１
日

以
後
に
申
込
み
を
し
た
者
に
対
す
る
融
資

か
ら
適
用
し
、
同
日
前
に
申
込
み
を
し
た

者
に
対
す
る
融
資
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

多
治
見
都
市
計
画
地
区
計
画
の
区
域
内
に
お
け
る

建
築
物
の
制
限
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

　

長
瀬
地
区
地
区
整
備
計
画
区
域
内
の
建
築
物

の
用
途
の
制
限
を
工
業
地
域
並
み
に
変
更
す
る

も
の
で
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
同
地
域
内
に
お
い

て
は
、
住
宅
、
共
同
住
宅
、
老
人
ホ
ー
ム
等
は

建
築
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
な
り
ま
す
。

   　
　

  

平
成
30
年
４
月
１
日
か
ら
施
行

　
　

 

改
正
後
の
規
定
は
、
平
成
30
年
４
月
１
日
以

後
に
提
出
さ
れ
た
建
築
確
認
申
請
か
ら
適
用

し
、
同
日
前
に
提
出
さ
れ
た
建
築
確
認
申
請

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

多
治
見
市
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正

　

平
和
マ
レ
ッ
ト
ゴ
ル
フ
場
を
廃
止
す
る
も
の

で
す
。

   　
　

  

平
成
31
年
４
月
１
日
か
ら
施
行

平
成
29
年
度一般
会
計
補
正
予
算（
第
７
号
）を
可
決

　
事
業
費
の
確
定
等
に
伴
い
、
多
治
見
市
一
般

会
計
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
か
ら
４
千
８
４
８
万

９
千
円
を
減
額
し
、
３
６
７
億
６
３
１
万
４
千
円

と
す
る
も
の
で
す
。

土
地
の
処
分

　
所
在
地
番　
　
旭
ケ
丘
10
丁
目
６
番
28
の
一
部

　
処
分
予
定
面
積　

 

１
万
６
千
７
７
６
．４
０
㎡

　
処
分
予
定
価
格　

 

１
億
１
千
７
４
３
万
４
千
８
０
０
円

　
処
分
の
相
手
方　

 

旭
ケ
丘
10
丁
目
６
番
地
の
１
３
０

 　
　
　
　
　
　
　
株
式
会
社　
織
部

　
　
　
　
　
　
　
代
表
取
締
役　
奥
村
崇
仁

公
有
財
産
の
無
償
貸
付
け

　
所
在
地　
　
　
弁
天
町
４
丁
目
２
番
地

　
建
物
の
構
造　
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
２
階
建

　
面
積　
　
　
　
７
４
８
．１
８
㎡

　
相
手
方　
　
　
上
野
町
４
丁
目
29
番
地

　
　
　
　
　
　
　
こ
け
い
ざ
ん
森
の
家

　

 　
　
　
　
　
　
利
用
者
代
表　
美
和　
勇
夫

　
貸
付
期
間　
　
平
成
30
年
４
月
１
日
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
平
成
33
年
３
月
31
日
ま
で

人
事
案
件
（
敬
称
略
）

□
副
市
長

　
佐
藤　
喜
好　
　
生
田
町　
（
再
任
）

　
任
期
は
、
平
成
30
年
４
月
１
日
か
ら

　
　
　
　
　
平
成
34
年
３
月
31
日
ま
で

□
子
ど
も
の
権
利
擁
護
委
員

　
伊
藤　
健
治　
　
長
久
手
市
（
新
任
）

　
任
期
は
、
平
成
30
年
４
月
１
日
か
ら

　
　
　
　
　
平
成
33
年
３
月
31
日
ま
で

□
人
権
擁
護
委
員

　
稲
垣　
信
子　
　
本
町　
　
（
再
任
）

　
水
野　
重
信　
　
笠
原
町　
（
新
任
）

　
石
黒　
喜
代
子　
脇
之
島
町
（
新
任
）

　
任
期
は
、
平
成
30
年
７
月
１
日
か
ら

　
　
　
　
　
平
成
33
年
６
月
30
日
ま
で

意
見
書
２
件
を
可
決

　
地
方
自
治
法
第
99
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
し

た
意
見
書
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

□
所
有
者
不
明
の
土
地
利
用
を
求
め
る
意
見
書

　
あ
て
先　

 

内
閣
総
理
大
臣
、
法
務
大
臣
、
農

林
水
産
大
臣
、
国
土
交
通
大
臣

□
洪
水
回
避
等
を
目
的
と
し
た
流
量
確
保
の
た

め
の
中
小
河
川
の
河
道
掘
削
の
予
算
の
確
保
を

求
め
る
意
見
書

　
あ
て
先　
内
閣
総
理
大
臣
、
国
土
交
通
大
臣

2月
3月

本会議（招集～提案説明、（１議案）提案説
明～質疑～委員会付託、（人事案件）提案
説明～質疑～委員会付託（省略）～討論～
表決、（議会発議案件）提案説明～質疑～
委員会付託（省略）～討論～表決）
厚生環境教育常任委員会
本会議（追加議案提案説明、質疑～委員会

２２日（木）

２２日（木）
２８日（水）

3月定例会の会議状況

項　　目 議　　　　案

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
吉
田
企
貴

佐
藤
信
行

渡

部

昇

渡
辺
泰
三

山
口　
真
由
美

森            

厚　　

寺
島
芳
枝

古
庄
修
一

柴
田
雅
也

松
浦
利
実

山
中
勝
正

若
尾
敏
之

三
輪
寿
子

若
林
正
人

林　　　

美

行

加
藤
元
司

若
尾
円
三
郎

安
藤
英
利

仙
石
三
喜
男

加
納
洋
一

井
上　
あ
け
み

石
田
浩
司

嶋
内
九
一

若
尾
靖
男

条例改正
職員退職手当に関する条例等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○

議

長

○ ○ ○ ○
介護保険条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

平成30年度予算

一般会計予算の修正案 × × × 退 〇 〇 × × × × × × ○ 退 退 × × × × 退 × × ×
一般会計予算（原案） ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

一般会計予算（附帯決議） × ○ × ○ × × × ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ×
国民健康保険事業特別会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

介護保険事業特別会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
  注） ○：賛成　 ×：反対　 欠：欠席　 退：採決時に退席

3月定例会の議決結果

付託、（１議案）委員長報告～討論～表決）
総務常任委員会
経済建設常任委員会
厚生環境教育常任委員会
本会議（市政一般質問）
本会議（市政一般質問）
本会議（委員長報告～表決）

２日（金）
５日（月）
７日（水）
１５日（木）
１６日（金）
２２日（木）

《条例制定》
 　・ 多治見市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営

に関する基準等を定める条例
《条例改正》
　・ 多治見市長の選挙におけるビラの作成の公営に関

する条例
　・ 非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する

条例
　・ 国民健康保険財政調整基金条例
　・ 手数料条例
　・ 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに

指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果
的な支援の方法に関する基準を定める条例

　・ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び
運営に関する基準を定める条例

　・ 国民健康保険条例
　・ 後期高齢者医療に関する条例
　・ 中小企業小口融資条例
　・ 多治見都市計画特別工業地区建築条例
　・ 多治見都市計画地区計画の区域内における建築物

の制限に関する条例
　・ 都市公園条例
　・ 消防団員等公務災害補償条例
《規則改正》
　・市議会会議規則
《平成２９年度補正予算》
　・一般会計補正予算 ( 第７号 )
　・ 南姫財産区事業特別会計補正予算 ( 第１号 )
　・ 土地取得事業特別会計補正予算 ( 第１号 )
　・ 下水道事業特別会計補正予算 ( 第３号 )
　・ 駐車場事業特別会計補正予算 ( 第２号 )
　・ 国民健康保険事業特別会計補正予算 ( 第３号 )

　・ 駅北土地区画整理事業特別会計補正予算 ( 第２号 )
　・ 介護保険事業特別会計補正予算 ( 第３号 )
　・ 後期高齢者医療特別会計補正予算 ( 第４号 )
　・ 病院事業会計補正予算 ( 第１号 )
《平成３０年度予算》
　・南姫財産区事業特別会計予算
　・ 土地取得事業特別会計予算
　・ 下水道事業特別会計予算
　・ 駐車場事業特別会計予算
　・ 市営住宅敷金等特別会計予算
　・ 農業集落排水事業特別会計予算
　・ 駅北土地区画整理事業特別会計予算
　・ 後期高齢者医療特別会計予算
　・ 水道事業会計予算
　・ 病院事業会計予算
《その他議案》
　・ 土地の処分
　・ 権利の放棄（３件）
　・ 和解及び損害賠償の額を定めるについて
　・ 損害賠償の額を定めるについて
　・ 第７次多治見市総合計画基本計画の変更
　・ 東濃農業共済事務組合規約の変更
　・ 市道路線の廃止（３件）
　・ 市道路線の認定（８件）
《人事》
　・ 副市長の選任
　・ 子どもの権利擁護委員の選任
　・ 人権擁護委員候補者の推薦に関する意見
《意見書》
　・ 所有者不明の土地利用を求める意見書
　・ 洪水回避等を目的とした流量確保のための中小河

川の河道掘削の予算の確保を求める意見書

3
月
定
例
会
の

お
も
な
案
件

お
も
な
案
件

〇全会一致の議案

〇賛否が分かれた議案




